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令和元年度都道府県等

栄養施策担当者会議

都道府県と市町村栄養士等の協働による
高齢者の健康支援の推進に向けて
～自治体におけるフレイル予防対策～

兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 諸岡 歩
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都道府県の役割として、フレイル予防３本柱（栄養・運動・社会参加）のうち、特に専門
職の確保困難などの理由により取り組みが進んでいない口腔と栄養に関して、介護予
防と保健事業の一体的な実施として、フレイル対策に取り組む市町村を増やすための
一方策を考える。対策の推進においては、保健所設置市との連携も重要である。

フレイルの予防・改善による健康寿命の延伸を目指す

○高齢者の虚弱（フレイル等）は、健康寿命の延伸を図る上で重要な健康課題。

○健康日本21（第二次）では、高齢者の低栄養に関する目標項目（低栄養計画（BMI20以下）の
高齢者の割合の抑制）を設定。兵庫県健康増進計画においても同様の目標を設定。

○「日本人の食事摂取基準（2020年版）」では、更なる高齢化の進展や糖尿病有病者数の増加

等を踏まえ、栄養に関連した代謝機能の維持・低下の回避の観点から、生活習慣病の発症予
防と重症化予防に加え、高齢者の低栄養予防やフレイル予防も視野に入れて検討。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Map_of_Japan_with_highlight_on_28_Hyogo_prefecture.svg


（１）組織体制の整備 

（２）健康・栄養課題の明確化とPDCAサイクルに基づく施策の推進 

（３）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底のための施策の推進 

（４）社会生活を自立的に営むために必要な機能の維持及び向上のための施策の推進 

①特定給食施設における栄養管
理状況の把握及び評価に基づく
指導・支援 

②飲食店によるヘルシーメニュー
の提供等の促進 

③地域の栄養ケア等の拠点の整
備 

④保健、医療、福祉及び介護領
域における管理栄養士・栄養士
の育成 

⑤健康増進に資する食に関する
多領域の施策の推進 
⑥健康危機管理への対応 

（５）食を通じた社会環境の整備の促進 

①次世代の健康 
②高齢者の健康 

①次世代の健康 
②高齢者の健康 

①特定給食施設における栄養管
理状況の把握及び評価に基づく
指導・支援 

②飲食店によるヘルシーメニュー
の提供等の促進 
 

③保健、医療、福祉及び介護領
域における管理栄養士・栄養士の
育成 
 
④食育推進のネットワーク構築 
⑤健康危機管理への対応 

 
 
 
 
 
 

①保健、医療、福祉及び介
護領域における管理栄養士・
栄養士の育成 
 

②食育推進のネットワーク構
築 
③健康危機管理への対応 

市町村の状況の差に関する情報の収
集・整理、還元する仕組みづくり 

都道府県 市町村 保健所設置市及び特別区 

 行政栄養士業務指針の構造(厚生労働省 H25.3.29） 



 
 

 
 

 
 

 
 

保健所管理栄養士（都道府県・保健所設置市・特別区）から見た 
地域包括ケアシステムにおける役割 

病院 

診療所 

居宅介護支援事業所 

栄養士会 

医師会 

栄養ケア・ステーション 

人材育成（高齢者の栄養・食生活改善） 

介護保険サービス事業所 

配食サービス、食に関するボランティア 等の活用 

介護老人保健
施設 

老人福祉施設 

  組織体制の整備 
（地域栄養ケア拠点の整備、 

連携調整・情報発信 

⇒ 栄養士間・多職種間） 

薬剤師会 

歯科医師会 

地域の実態把握 

管理栄養士、ケアマネジャー、
ヘルパー、言語聴覚士、 

歯科衛生士等 

健康課題、市町村の施策の方向性、関係
機関や関係者の意識や活動、社会資源等 

管内市町村 
（地域包括支援センター・ 

介護高齢・健康づくり・国民健康保険部門） 

看護協会 

社会資源の活用 

保健所 
管理栄養士 

訪問看護 
ステーション 

H29日本公衆衛生協会地域保健総合推進事業報告書より 
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兵庫県における行政栄養士配置状況 

兵庫県内の栄養士配置数推移(常勤、嘱託含む) 

健康づくり部

門 

73人(65%) 

36市町 

特定健康診

査・ 

特定保健指

導部門 

7人(6%) 

5市町 

保育 

10人(9%) 

8市町 

高齢者福祉

関係 

5人(4%) 

5市町 

教育委員会 

17人(15%) 

9市町 

その他 

1人(1%) 

1市町 

令和元年度兵庫県内の行政栄養士数は218人。 

内訳は、県31人(14.2％)、市町113人(51.8％)、政令市・中核市74人(33.9%) 
 

※平成30年より明石市が中核市に移行。 

市町栄養士の配置状況(36市町／政令・中核市除く) 

背景 
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高齢者人口 
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出典 2015年まで総務省「国勢調査」（2015） 、 
2020年以降は 「兵庫県地域創生戦略」（2016） 

 兵庫県の高齢化 
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要介護認定率の推移（県・全国平均） 

出典 厚生労働省「介護保険事業状況報告」（2017） 

出典 厚生労働省「介護保険事業状況報告」（2017） 
    2030年はビジョン課推計 

要介護等認定者数の推移及び見込み（県） 

介護が必要になった要因は生活習慣病が３割、認知症
や、高齢による衰弱、関節疾患、骨折・転倒で５割 

（資料：厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査の概況」） 
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推計結果【全県・高齢単独世帯(75歳以上)】 

＊2015年までは実績値 

高齢単独世帯数

（75歳以上） 

世帯総数に占め

る割合 



①少子高齢化が進展する中、地域の活力を維持するためには、元気な高齢者の活躍が必要不可欠である。 

 

②これまでの介護予防では身体機能の向上を中心に実施され、フレイル（虚弱）予防につながる 

口腔機能向上及び低栄養防止に向けた対策が十分ではない。 

 

③「健康日本21（第2次）」及び「ひょうご健康づくり推進実施計画（第2次）」では、高齢者の低栄養に関する目
標項目（低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の増加の抑制）を設定している。 

 

④低栄養傾向（BMI≦20kg/m2）にある者は65歳以上では男性18.2%、女性24.7%、75歳以上では男性25.5%、
女性27.6%（H28兵庫県民栄養調査）。（全国平均では65歳以上では男性12.5%、女性19.6%、75歳以上では男
性13.6%、女性19.8%：H29国民健康栄養調査）。 

 

⑤70歳以上で「硬い物が食べにくい」「口の渇き」「むせ」「喋りにくい」等の口腔機能低下を訴える方がいずれ
も約30%（H28兵庫県健康づくり実態調査：下表）。 

 

⑥配食を利用する高齢者も増加しており、食事の選択肢及び利便性の拡大による利用者の健康の保持増進
が図れるよう、配食ガイドラインの普及や市町と配食事業者の連携による適切な配食サービスが必要である。 

高齢者を取り巻く背景（栄養と口腔） 

項  目 
男  性 女  性 

60 歳代 70 歳代 80 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳代 

硬い物が食べにくい 32.2% 31.2% 32.0% 24.2% 31.3% 41.0% 

お茶等でむせる 16.4% 23.2% 29.8% 19.2% 25.6% 25.1% 

口の渇き 25.2% 37.1% 28.3% 23.9% 30.8% 38.4% 

しゃべりにくい 20.5% 28.3% 34.8% 20.3% 18.7% 28.2% 

 



歯と食からはじめる健康寿命延伸プロジェクト（H30医療介護推進基金 1,247千円） 

元気な高齢者の活躍を促すため、「フレイル予防・改善プログラム」を開発した上で、通い
の場やサロン等への専門職（管理栄養士、歯科衛生士等）や配食事業者等の関与を促進し、
口腔機能の向上と栄養状態の改善向けた取組を強化する。 

医 

口腔機能低下30％（70歳以上） 

 65歳以上のやせ 

男18.2%/女24.7% 

喋りにくい、食べこぼし、む
せ、噛めない食品の増加 

食欲の低下、食品の偏り 

低栄養、筋力低下、身体機能低下 

高齢者の口腔・栄養の現状 市町での通いの場の現状 

口腔機能向上及び低栄養防止に向けた対策が必要 

フレイル（虚弱） 要介護や寝たきり 

いきいき100歳体操な
ど身体機能の向上を
中心に実施 医 

配食市場規模は拡大 
⇒配食ガイドライン普
及 

フレイル予防・改善プログラムの開発と普及啓発 

管理栄養士、歯科専門職、配食事業者等が一
体となり、モデル地区にてプログラムを検証 

オーラルフレイル概念普及、口腔体操等 

栄養状態評価、低栄養防止の食べ方指導等 

市町の 
地域支援事業を支援 

全県
普及 

食環境の現状 

フレイル対策に取り組む市町を増やす 



兵庫県版 フレイル予防・改善プログラムのポイント 

市町が専門職や配食事業者等と連携し、地域高齢者の通いの場やサロンなどにおい
て、歯と食の観点から高齢者のフレイル対策に取り組む際の基本的な考え方や具体的な
取り組み例を示す。地域の実情に応じて取り組む。 

基本的な考え方 
市町での実施体制 

◯医師会、歯科医師会、栄養士会及び歯科衛生士会など関係団体の役割 
◯配食事業者とも連携した市町における実施体制の整備 
◯通いの場やサロン等での配食の活用方法（健康支援型配食サービス） 

  
フレイル予防教室 

実践モデル例 

 ◯はじめて編(配食事業者による会食と健康教育） 
 ◯ちょこっと編(フレイル予防ＤＶＤを活用した短時間学習) 
 ◯しっかり編（専門職によるアセスメントと会食・健康教育） 
 ◯個別相談編(通いの場と連動した専門職による個別相談) 

関係者との連携  ◯フレイルが疑われた場合の医療・介護サービスとの連絡体制 
 ◯プログラムへの参画が可能な協力配食事業者一覧 

プログラム本編・資料編（全75ページ） 

プログラム活用促進・普及啓発媒体 

①冊子（フォーラム等において県民に配布） 
②ポスター（公民館、サロン等での掲示） 
③DVD（クイズ形式の動画による健康教育） 
 

① ② ③ 

フレイル対策に取り組む市町を増やす 



介護予防と保健事業の一体化 「通いの場でフレイル予防」 



地域高齢者の通いの場など 

歯科医院 

医療受診勧奨 

ケアマネジャー 

薬局 

看護師 

社会福祉士 

保健師 

管理栄養士 
栄養士 

リハ職 
（ST,PT,OT） 

介護保険サービス 
家族との調整 

栄
養
と
口
腔
の
評
価
に
よ
り
課
題
が
抽
出
さ
れ
た
場
合 

健康チェック 

栄養食事指導 
配食アセスメント 

栄養ケア・ 

ステーション 

配食事業者 

医療機関 

口腔チェック 
歯科検診勧奨 

機能訓練 
福祉用具 
住宅改修 

自立生活支援 
後見人制度 

リハビリ施設・
整形外科医と
の連携 

住宅改修業者 

保護課 
社会福祉協議会 

居宅介護支援
事業所 

福祉・介護施
設 

 
 
 
会食・ 
   
栄養と口腔のお話 （管理栄養士、歯科衛生士実施） 

 
  
  
 ｄ 

はじめて編（１回：120分） 

ガイドラインを踏まえ、 
適切に栄養管理された配食 

配食事業者 

体操、歓談など普段の活動 

 
栄養と口腔の簡単なクイズ 

ちょこっと編（１回10分） 

市町介護予防主管課 
地域包括支援センター 
市町健康増進主管課 

市町国民健康保険主管課 

立ち上げ支援 
定期訪問 

運動に栄養と口腔をプラスし 
フレイル予防の効果をアップ 

歯科衛生士 

保健指導 
医療・介護 

サービスへ接続 

   
  健康状態に心配なことがあり専門職からの助言希望 

個別相談編 
専門職によるアウトリーチを主体として、対象者
一人ひとりに応じた個別の健康支援に取り組む 

医療機関 地域の高齢者 

参加 
参加の働きかけ 

参加 

栄養と口腔の評価 （管理栄養士、歯科衛生士実施） 

 
会食 
 
栄養と口腔のお話  ｄ 

しっかり編（3 回：1回120分） 

実施内容に応じて、リハ職とも連携する。 

兵庫県版フレイル予防・改善 
プログラムの枠組み 



フレイル予防・改善プログラムの検討経過 

〔検討会構成員〕 

医師会、歯科医師会、栄養士会、歯科衛生士会、言語聴覚士会、介護支援専門員協会 

配食事業者（２社）、市町高齢担当課（３市）、本庁高齢政策課地域包括ケア推進班、 

本庁健康増進課認知症対策班、歯科口腔保健班、保健・栄養指導班 

H30.5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H31.1月 2月 3月

　

③配食事
業者対象
最終確認

調査

参画事業者

一覧の作成

①検討会
（19日）

骨子
調査票検討

②検討会
（25日）

プログラム
本編検討

③検討会
（17日）

課題整理
まとめ

試行
地区検討

プログラム
試行検証

(３地区）

プログラム
完成

（H31普及）

10関係団体会長説明
連絡窓口確認

プログラム案修正プログラム案作成

関係機関へ
の協力依頼

医師会
歯科医師会
栄養士会

歯科衛生士会
言語聴覚士会

介護支援
専門員協会
配食事業者

市町
本庁高齢担当

県内41市町対象
地域支援事業

実態調査

①配食事業者対象
実態調査

（59事業所回答）

②配食事業者対象
プログラムへの

参画調査



◆１回目（6月19日）プログラム骨子案提示 

・通いの場の現状が(検討会参加者に)共有されて
いない 

・配食事業の現状が把握できていない。 

・高齢者の食を支える環境（サービス）が情報とし 

 て整理･共有されていない。 

・（配食サービスを包括した）フレイル予防プログラ 

 ムが具体にイメージできない。 

・市町のどの部局にこのプログラムは通知される 

 のか。 

 

◆２回目（9月25日）プログラム本編提示（実践例） 

・プログラムの目的、対象についての反対意見は 

 無い。 

・介護予防の通い場を利用し、専門職と配食事業 

 者が連携した啓発を行うことは可能と考える。 

・フレイル予防プログラム(しっかり編、ちょこっと 

 編)は導入困難とする意見が多い。（時間長い） 

・地域在住高齢者（＝プログラム対象者）は、低栄 

 養に該当する者の割合が少ないという意見有。 

 

検討会での主な意見と対応 
３回目（12月17日）資料 



【目的】地域支援事業のうち栄養改善・口腔機能にかかる取組を把握し、フレイル予防・改善プログラムの  

      骨子の検討に活用するため 

【方法】兵庫県内41市町介護予防主管課あて電子メールで調査票配付回収（回収率100%）。 

【結果】 

１.栄養改善サービス実施状況：実施市町は56.1％、健康教育、買い物・食事支援、栄養指導・食事診断
であり、保健部門栄養士との連携市町は51.2%。 

２.地域高齢者が集う通いの場での栄養改善・口腔機能向上の取組状況： 

     通いの場全体の30.1%が取り組んでおり、内容は健康教育、食事会の順、連携職種は歯科衛生士、管  

 理栄養士・栄養士の順。 取り組みに必要なことは、専門職派遣85.4%、啓発媒体作成56.1%、通いの場  

 リーダー研修43.9%。 

３.配食サービス実施状況：実施市町は56.1%、目的は見守り、栄養改善であった。利用要件がある市町
は95.7%、利用開始時アセスメント実施市町は82.6%であり、その内容は家族構成、介護度の順。委託基
準がある市 町は56.5%、うち適宜見直す市町は30.4%、配食事業の栄養管理に関するガイドライン（H29.3
厚労省作成）の認知市町は39.0%。 

４．栄養改善・口腔機能向上に向け取り組みたいこと：専門職団体との連携（アセスメントや健康教育
充実）、普及啓発（誤嚥性肺炎や低栄養予防）の順に多く、次に自主グループ育成や配食事業者との連携。 

市町における地域支援事業に関する実態調査(H30.6） 

プログラムには、市町が通いの場等において、専門職や配食事業者と連携したフレイル対策に
取り組む際の基本的な考え方や専門職団体の連絡窓口、通いの場へ栄養バランスに配慮した
配食を可能とする配食事業者一覧等を収載する。フレイル予防啓発媒体を作成し、県としてフレ
イル対策に取り組む市町増加に向けた支援を行うことが必要。 



プログラムを導入するための手順を提示 

プログラム導入に 
向けた体制整備 

 
①地域高齢者の実態とニーズ把握 
②優先すべき健康課題の抽出 
③市町と関係者間での課題の共有 
④先進事例など情報収集 
 

・検討会議へ参画 

・専門職からの情
報提供 

 

①市町関係課内（介護・健増・国
保）における検討会議の開催 

②市町と関係団体・配食事業者
間の検討会議の開催 

 

事業実施 

事業企画 

評価とその活用 

①アセスメントの実施 
②個別支援が必要な方の抽出 
③栄養と口腔の一体的な健康教育 
④配食等地域資源に関する情報提供 

①実施方法と内容の決定 

②対象地域、参加勧奨方法の検討 

③市町と関係者との役割分担 

④財源・人員体制・評価方法の検討 

①事業評価（実施側・対象側・地域） 

②事業報告 

③地域や関係者への普及啓発 

市町 
関係団体 

配食事業者 

・会員への周知 

・実施結果のまとめ 

・プログラムの妥当性の検討 

・実施数拡大に向けた検討 

・アセスメント、健
康教育、配食の
実施 

・必要時個別支援 

・事業の実施 

・かかりつけ医、歯科医等、個別
支援が必要な方の調整 

・専門職派遣調整 
・企画について関係者と調整 

・実施方法、内容の詳細検討 

フレイルプログラムを実施するにあたって、事業の実施 
主体である市町が参考とする手順等を示す。 

フレイル対策の進め方が分からない 



市町    保健事業と介護予防の一体的な事業として、栄養士や歯科衛生士等の専門職や配食事業者等と
連携し、口腔機能の向上と栄養状態の改善を一体的に行うフレイル対策を立案し、事業を実施する。 

県 広域自治体として、県内でのフレイル予防にかかる取り組み状況を把握し、県内各地でより効果的
な対策が実施されるよう市町を支援する。また、フレイル予防リーフレットを活用し、県民に対してフ
レイルを普及啓発する。 

専門職団体 
 
市町が取り組
みを行う場合に、
検討会への参
加、通いの場や
サロン等への
専門職派遣な
ど、必要な協力
に努める。 

医師会 フレイルの概念、医療的側面からの留意点、通いの場への参加勧奨 等 

歯科医師会 オーラルフレイルの概念、口腔状態評価、定期的な歯科検診受診促進 等 

薬剤師会 全身状態の確認、服薬指導 等 

看護協会 全身状態の確認、保健指導 等 

歯科衛生士会 口腔状態の評価、口腔機能体操、効果的な口腔管理の方法 等 

栄養士会 栄養状態の評価、低栄養防止のための食事摂取方法 等 

介護支援専門員協会 口腔機能向上及び栄養状態改善に向けてのケアプラン作成 等 

言語聴覚士会 摂食嚥下機能に配慮した食事摂取方法 等 

理学療法士会 安全で食べやすい姿勢の保持 等 

作業療法士会 安全で食べやすい食具の選択 等 

配食事業者 配食を利活用した高齢者への健康支援に取り組む市町と連携し、通いの場、サロン等での共食な
ど、適切な栄養管理に基づく配食サービスを実施する。 
（通いの場⇒教育媒体として活用、個別支援⇒身体状況に応じた提供） 

住民 通いの場等に積極的に参加し、フレイル対策に関する正しい知識の習得と実践の定着を図る。 

関係団体との調整が困難 
専門職と連携したい（派遣含む） 関係団体の役割と連絡窓口一覧を記載 

（本文）プログラムの導入、活用及び普及において、関係団体間の情報共有や連携は 
重要であり、あらかじめ関係者と協議の上、推進体制（専門職派遣、役割分担等）を構築する。 



【目的】市町と配食事業者の連携によるプログラムの効果的な運用と普及方法を検討する。 

【方法】県内配食サービス実施事業者(86事業所：社会福祉法人29、民間企業57)に対し、郵送にて協力、FAX回収       

      （回収率：59事業所（68.6%）、社会福祉法人28（96.6%)、民間企業31（54.4%)） 

【結果】  

 １ サービスの概要(食数､回数､栄養管理) 

    高齢者が集う場へ配食をしたことのある事業者は、社会福祉法人4（14.3％）、民間企業11（35.5％）で、配食時  

   に献立内容や栄養バランスについて説明した事業者は、社会福祉法人が25％、民間企業が4(36.4％)。 

 ２ 献立内容 

   献立表がある事業者は、社会福祉法人85.7％、民間企業90.3％で、うち管理栄養士が献立を作成している事業  

  者は75％。献立表記載項目は、「献立名(98.1％)」「栄養価(61.5％)」「食品名(55.8％)」「使用分量(38.5％)」「調味料 

  分量(34.6％)」の順に多く、献立作成基準を設けている事業者は、社会福祉法人29.2％、民間企業60.7％。 

   配食に栄養価を提示している事業者は、社会福祉法人28.6％、民間企業64.5％で、提示栄養成分は、「エネル 

  ギー(100％)」「食塩相当量(89.3％)」「たんぱく質(75％)」「脂質(67.9％)」「炭水化物(53.6％)」の順。 

    療養者向け食事提供事業者は、社会福祉法人32.1％、民間企業54.8％で、糖尿病食(88.5％)腎臓病食 

  (64.5％)が多かった。摂食嚥下機能に応じた食事提供事業者は、社会福祉法人35.7％、民間企業54.8％。 

    利用者の個人要望に応じて献立作成や変更を行う事業者は、社会福祉法人39.3％、民間企業が51.6％。  

 ３ 利用者の状況把握 

   配食受注時に、利用者にアセスメントを行っている項目は、「食物アレルギー(45.8％)」「既往疾患・現疾患(39％)」  

  「食事療養の有無・内容・程度(39％)」「要支援・要介護度(37.3％)」「食事の環境(33.9％)」「食事療養に関する医師 

   の指示(32.2％)」「かむ力・飲み込む力(30.5％)」の順。 

    配食サービス事業に関する実態調査（１回目/H30.8） 
社会資源の活用 



３ 利用者の状況把握（続き） 

   特定の利用者への献立を作成するにあたり、当該利用者に関わる医師や管理栄養士、ケアマネジャーらの専門  

  職種から助言を得ることがある事業者は、社会福祉法人28.6％、民間企業22.6％。 

   利用者へ栄養相談を行っている事業者は、社会福祉法人7.1％、民間企業32.3％。栄養相談を行うタイミングは、 

  「利用者から要望があったとき(100％)」「利用者家族から要望があったとき(75％)」が多かった。 

   厚生労働省が作成した「配食事業の栄養管理に関するガイドライン(事業者向け)(利用者向け)(H29.3 作成)」を 

  知っている事業者は、社会福祉法人17.9％、民間企業48.4％。公的な機関(市町村など)から配食サービスの委託 

  をされたら、受託したいと思う事業者は、社会福祉法人82.1％、民間企業61.3％。 

４ 現在取り組んでいること、今後取り組みたいこと 

 【現在取り組んでいること】  

  ・安否確認をし、本人の様子に変化があるときはケアマネジャーに連絡 

  ・介護予防につながる栄養バランスのよい食事についての学習会、試食会を実施 

  ・たんぱく質の量やよく噛むことに配慮した献立作成  

  ・旬の野菜を多く取り入れ、美味しいお弁当を低価格で提供 

  ・買い物代行サービスの充実 

  ・電話による栄養相談、メールマガジン等健康情報の発信（全国エリア） 

  ・献立メニューの充実化 

 

 【今後取り組みたいこと】 

  ・配食事業を通じた地域の高齢者の健康づくりへの貢献 

  ・通いの場やサロン等での栄養教室の開催、市町の運営推進会議など地域の方々との交流の場での紹介 

  ・利用者の満足度向上につなげるための利用者アンケートの実施 

  ・買い物代行サービスの充実  ・療養者や咀嚼困難な方への対応 ・嚥下困難な方向けの食事メニューの拡充  

 

配食サービス事業に関する実態調査（１回目/H30.8） 

配食事業者ガイドライン
の再周知 
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配食サービス追加調査 

（２回目/H30.11） 

プログラム記載内容確認 

（３回目/H31.3） 

プログラムへの協力可否調査 

A 通いの場、サロン等への食事提供 

B 個人宅への配食 

プログラム（案）全文を送付し、 

記載内容の最終確認 

A 通いの場等への食事提供26社 

B 個人宅への配食37社 

２回目 



２回目 



プログラムへの協力可能な
配食事業者一覧の記載 

通いの場やサロンの共食として配食を活用する場合や個別対応希望（個配、食形態・疾病対応）を受けた場合に活用する。

配食事業者名
注文方法
（連絡先）

注文
締め切り日

キャンセル
可能日

1食の金額 注文可能数 配達地域 提供方法 配食状態 食事の説明 備考

1 ○○サービス

●電話
●FAX
●メール

1週間前

前日の午後
5時
（全てのキャ
ンセルは要
相談）

500円～ 10食～ 神戸市内
●1人分ずつ弁当形式
●人数分まとめて料理ごと食
缶形式

常温
●担当者
●チラシの
配布

●アレルギー・食形態どちらも
対応

栄養バランスに配慮した食事（１食あたりの概ねの基準） 
 
(1)主食（ごはん）、主菜1品以上、副菜2品以上が揃った食事であること。 
(2)野菜を100g以上使用していること。 
(3)主菜には、（魚60g以上）または（肉50g以上）を使用していること。 
(4)かみごたえのある食品が入っていること。（例：焼いたお肉、根菜のピクルス、タコ酢等） 

（本文）通いの場等への栄養バランスに配慮した配食サービスの実施など、本プログラムへの 
     協力が可能と回答された配食事業者を一覧にまとめたので、適宜活用いただきたい。 
     なお、県としてこれらの事業者をプログラムの実施にあたって推奨するものではありません。 

配食事業者の具体的な役割が 
イメージできない 



配食サービス注文票（例） 



フレイル予防教室モデル実践メニュー
「はじめて編」（会食＋健康教育） 

栄養バランスに配慮した食事 
（１食あたりの概ねの基準） 

 
(1)主食（ごはん）、主菜1品以上、 
     副菜2品 以上が揃った食事 
(2)野菜を100g以上使用 
(3)主菜には、（魚60g以上）または  
    （肉50g以上）使用 
(4)かみごたえのある食品が入っ 
     ている 

管理栄養士による 

低栄養予防のための
食事のとり方のお話 

歯科衛生士による 
口腔機能向上 
のためのお話 

簡単なクイズでフレイル学習（ちょこっと編：DVD） 

配食事業者からのメニュー説明 
フレイル予防普及冊子 



フレイルプログラム 
個別相談編 

配食サービス利用 

フレイル予防
自己点検表 

 
 
 
 
 

全身状態のチェック 

身体機能向上のための
アドバイス 

栄養状態のチェック 
バランスのよい食事の 

摂り方のアドバイス 

口腔機能のチェック 
口腔機能向上のための 

アドバイス 

お口に問題あり 

栄養と食事に問題あり 

身体に問題あり 

会食への参加 

バランスを考えた食事づくり 

必要時歯科医院受診 

かかりつけ歯科医師がいない 
場合は歯科医師会へ紹介依頼 歯科衛生士 

保健師・看護師 

管理栄養士
栄養士 

かかりつけ医師がいない 
場合は医師会へ紹介依頼 

必要時医療機関受診 

歯科医師 

医師 

 
 
 
 
 

フレイル予防 
相談結果連絡票 

 
 
 

料理教室への参加 

食生活改善推進員 

フレイルが疑われた場合の医療・
介護サービスとの連絡体制 



自己点検票 

【実施日】　  　　年  　  　月　    　日 【体重】　　　　    　　　ｋｇ

1 いいえ はい

2 いいえ はい

3 いいえ はい

4 いいえ はい

5 いいえ はい

6 いいえ はい

7 いいえ はい

1 いいえ はい

2 いいえ はい

3 いいえ はい

4 いいえ はい

5 いいえ はい

6 いいえ はい

7 いいえ はい

8 いいえ はい

9 いいえ はい

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

○がついた数 　　　　　　　　　こ　　（全ての番号に「○」がついた場合は「１０こ」）

フ
レ
イ
ル

オ
ー

ラ
ル
フ
レ
イ
ル

（
口
腔
機
能

）

海藻類（生、干物）

食後に口の中に食べ物が残りやすい

体重が減った

疲れやすく何をするのも面倒だ

横断歩道を青信号の間に渡れなくなった

ペットボトルのふたを開けるのが大変だ

趣味の集まりに出かけなくなった

食欲がない

お茶や汁物でむせることがある

薬が飲み込みにくくなった

口
乾

清
掃

噛
む

飲
み
込
む

口がかわきやすい

舌がもつれる、声が枯れるようになった

口臭が気になる

歯や入れ歯に汚れがある

固いものが食べにくい

                        フレイル予防のための自己点検票

最近１週間のうち下の食品をほぼ毎日食べていますか？食べている場合は番号に○をつける。
ほぼ毎日食べている場合を１点として数えます。

肉（生、加工品）

魚介類（生、加工品）

卵（魚の卵をのぞく）

大豆・大豆製品
（豆腐、納豆など）

牛乳
（ｺｰﾋｰ牛乳､ﾌﾙｰﾂ牛乳除く）

緑黄色野菜
（にんじん、ほうれん草、かぼちゃ、トマト
など色の濃い野菜)

いも

果物（生、缶詰）

油を使った料理
（油いため、ﾊﾞﾀｰ･ﾏｰｶﾞﾘﾝなど油を使う
料理）

食
事
バ
ラ
ン
ス

普段の食事回数が1～2回だ

笑顔になることが少ない

毎日 体重測定

毎月１回

自己点検
しましょう

（様式例） 

           ○○年○○月○○日 

フレイル予防相談結果 連絡票 

 

お名前            様 

  

現在のあなたの「歯・口腔」と「栄養・食事」については、次のとおりです。 

かかりつけ医や歯科医を受診される時には、医師及び歯科医師にこの連絡票をご提示ください。 

配食サービスを利用する時など、配食事業者にご自身の状況を伝えるためにも活用してください。 

  

【連絡事項】              （記入者：職種        氏名        ） 

 

該当するものに☑

ほぼ毎日食べている食品に☑

固いものが食べにくい

油を使った料理

肉（生、加工品）

魚介類（生、加工品）

卵（魚の卵をのぞく）

大豆・大豆製品

食後に口の中に食べ物が残りやすい

緑黄色野菜

海藻類（生、干物）

いも

果物（生、缶詰）

普段の食事回数が1～2回

口がかわきやすい

舌がもつれる、声が枯れる

口臭が気になる

歯や入れ歯に汚れがある

疲れやすい

歩行速度の低下

握力の低下

身体活動量の低下

食欲がない

フ
レ
イ
ル

体重減少（意図しない年間４．５kg以上又は５％以上の体重減少）

食
事
バ
ラ
ン
ス 牛乳

飲
み
込
む

お茶や汁物でむせることがある

薬が飲み込みにくくなった

オ
ー

ラ
ル
フ
レ
イ
ル

（
口
腔
機
能

）

口
乾

清
掃

噛
む 笑顔になることが少ない

【記入者            】 

義歯管理（            ） 

口腔乾燥（            ） 

口腔清掃（            ） 

口腔機能

（                ） 

歯の状況（            ） 

粘膜の異常（           ） 

（           ） 

その他（             ） 

 

【記入者            】 

体重管理（            ） 

生活管理（            ） 

食事管理（            ） 

その他 （            ） 

 

【記入者            】 

栄養バランス       

（                ） 

食形態への配慮

（                ） 

疾病への配慮（          ）        

その他（             ）            

相談結果連絡票 



内容 到達目標 

１ フレイルとは 高齢期にはフレイル予防に気をつけることが健康寿命の延伸につながることを知る。 

２ 高齢期の身体 加齢に伴う心身の変化を知る。 

３ 高齢期の食とバランス バランスのよい食事をとることが大切なことを知る。（主食・主菜・副菜、体調管理など） 

４ 食事の量 1日や1食で摂りたい食事の量を知る。 

５ 口腔機能に適した食事 嚥下機能を助ける工夫（食材選び、とろみつけ方、調理方法）を知る。 

６ 介護食品、配食サービス活用方法 フレイル予防には、介護食品や配食サービスの活用も有用であることを知る。 

７ 高齢期の口腔 高齢期にはささいな口腔トラブルが低栄養やフレイル・誤嚥性肺炎につながることを知る。 

８ 滑舌 滑舌の改善には早口言葉が有用であることを知る。 

９ 唾液腺マッサージ 唾液分泌の改善には唾液腺マッサージが有用であり、マッサージ方法を習得する。 

10 咀嚼トレーニング 咀嚼力の改善にはパタカラ体操などが有用であり、毎日の生活に取り入れる。 

フレイル予防ＤＶＤ（動画媒体） 

◆動画媒体（1回あたり設問（4問）と解説で構成、9分程度 

◆フレイル予防教室（ちょこっと編）で活用 

動画で視聴できます。「ひょうごチャンネル」URL:http://hyogoch.jp/ 

http://hyogoch.jp/


★フレイル予防リーフレットは下記URLからダウンロードできます 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/hw13_000000113.html  

フレイル予防普及啓発 



フレイル予防普及啓発冊子（12ページ） 



フレイルプログラムの普及に向けて 

市町に対して 

配食事業者連絡会の開催 

◆プログラムを活用し、市町や専門職と連携した「健康支援型配食サービス」の拡がりに 

  向けての意見交換 

◆配食事業者の栄養管理の向上にかかる意見交換（療養者用、摂食嚥下機能低下者用） 

関係団体に対して 

◆プログラムの活用方法に関する説明会の開催（保健所設置市にも説明済み） 

◆フレイルプログラムの活用状況調査の実施 

◆専門職や配食事業者と連携し、継続的にプログラムを実施するモデル市町を選定する 

  など、プログラムの効果検証 

◆プログラムの活用方法に関する説明会の開催 

◆市町と連携し、通いの場への専門職（管理栄養士、歯科衛生士等）の継続的な供給と参画 

◆栄養ケア・ステーションなど地域拠点の早期整備 

その他 

◆通所介護サービス事業所でのプログラムの活用（専門職の供給） 

◆スーパー、飲食店などを活用したフレイルの予防啓発（フレイルへの気づきを促す） 



(1)関係課（保健・介護・国保）の横断的な連携不足 

(2)特に、介護・国保部門への専門職の配置不足 

(3)関係団体との調整が困難 

(4)外部委託事業者への関与不十分 

 

介護予防と保健事業の一体的実施に向けた課題 

(1)市町への支援体制が脆弱 

(2)圏域内の優先的な健康課題の抽出と市町への情報提供不足 

(3)市町関係部署（保健・介護・国保部門）の実態把握不足 

(4)業務の優先順位や関心度が低く、所内関係者も連携不足 

 

県の課題 

市町の課題 

関係団体の課題 

(1)専門職の確保に地域差有り（質の担保含む） 

(2)地域における連携窓口など拠点整備不足 



低栄養予防・フレイル対策 

住民：住まい 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設等 

 診療所 

老人クラブ・自治会・健康づくりボランティア・食生活改善推進員・
NPO 等 

・地域包括支援センター 
・居宅介護支援事業所 
・介護保険サービス事業所 

通院・入院 

通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

医 療  介 護 

介護予防サービス 
（配食サービス） 

市町村 
（地域包括支援センター、介護高齢・

健康福祉・国民健康保険部門） 

保健所 

栄養士会 
栄養ケア・ステーション 

医療・介護施設間連携 
 （栄養管理情報連携） 

外来・訪問栄養食事指導 

訪問管理栄養士の紹介 

栄養教育 

人材育成・社会資源の活用・食環境整備 地域の実態把握・組織体制の整備 

地域ケア会議 地域支援事業・配食サービス
等 

地域ケア会議参加 

介護施設間連携 

共
食 

地域包括ケアの推進に向けた栄養・食生活支援体制 
～地域住民（高齢者）の自立した生活に向けた取り組み～ 

ケアプラン作成 

厚生労働省「地域包括ケアシステムの姿」改編 

重症化予防 

H29日本公衆衛生協会地域保健総合推進事業報告書より 

歯と食からはじめる 

健康寿命延伸プロジェクト 

他（多）職種連携 
  医師、歯科医師、薬剤師、看護師 
  歯科衛生士、言語聴覚士、理学療法士 
    介護支援専門員、健康運動指導士等 


